[bookmark: _Hlk184963001]久留米市陸上競技協会陸上競技クリニック（KTFC）
【長距離・陸上教室】について
『開催にあたっての御挨拶』
久留米市陸上競技協会は、昨年（2025年）から、教育活動の一環として位置づけた「久留米市陸上競技協会・陸上競技クリニック（Kurume Track & Field Clinic :以下 KTFC）」を開催・運営することとしました。KTFCは教室活動を通じて健康・体力を増進し、身心の成長に応じた運動技能・能力の向上の一助をコンセプトとする運営、指導にあたります。つまり、運動の基礎となる走・跳・投の楽しさ、それに続く身体活動の基本・基礎作り、そして、人との関わりとして仲間づくりなどを目指すものです。
さらには、運動技能・能力の強化向上を図りながら、ルール・マナーの順守、自分自身や仲間を大切にし
感謝の気持ちを伝えられる誠実な選手の育成に取組みます。そのために選手個々の身心の発達や成長過程に寄り添う指導体制を構築し、その確立に努めます。
まずは、本協会として昨年度から指導体制が整う中・長距離の活動から始めました。今年度、指導環境が整い、陸上競技における走・跳・投の各種目についても中体連における部活動の地域移行に併せKTFCの活動を展開していく予定です。この陸上競技における走・跳・投は、あらゆるスポーツで基本となる動作であり、各パフォーマンスを支える能力としても欠かせません。つまり、あらゆるスポーツを目指す上で経験しておくべき、且つ自らの特徴を知る貴重な機会になると考えられますので、陸上競技を目指すだけでなく他のスポーツへもつながる運動の機会と捉えて貰えると幸いです。

久留米市陸上競技協会陸上競技クリニック（KTFC）規程
第１条（準拠）
久留米市陸上競技協会（以下、本会）は、本会規約第31条の専門部、本会専門部規定第５条〔競技部〕に基づき久留米市陸上競技クリニック（Kurume Track & Field Clinic；以下KTFC）を運営するために、KFTC規程を定める。KFTCは久留米市陸上競技クリニック（Kurume Track & Field Club : 以下KTFC）と称し、事務局は代表者の住所に置く。また、運営は久留米市陸上競技会および本規程第６条の構成員によって行う。

第２条（適用範囲）
1． 本会員規約は、KTFCの運営スタッフ、会員および保護者など構成員に適用する。
2． 未成年者本人と保護者は、連帯してKTFC会員規約上の義務および責任を負う。

第３条（目　的）
陸上競技を通じて参加者の身心の健全育成や技術・技能の向上、他団体や生徒相互の交流、自主性
協調性の大切さ等を学ぶことにより、陸上競技のパフォーマンス向上だけでなく普及と発展に貢献することを目的とする。

第４条（活動内容）
前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
１．陸上競技に関する基礎、専門的技術、技能の習得。
２．陸上競技に関するルールの理解。
３．陸上競技会、記録会、研修会、レクレーションへの参加による親睦交流。
４．その他、本教室の目的達成のために必要な活動。
なお、活動に関する詳細は、入・退会及び具体的な活動内容は別途、定める。

第５条（構成員）
会員としての生徒、指導者を含む役員および支援者久留米市近郊に在住するもので構成する。
１．生　徒；本教室の目的、活動に賛同する中学生及び高校生。
２．指導者：本教室の目的、活動に賛同する陸上競技指導者及び陸上競技経験者。
３．支援者：本教室の目的に、活動に賛同する生徒の保護者。

第６条（役　員）
運営にあたるために、以下の役員を置く。
１．代表者　　　　1名
２．副代表者　　　　1名
３．指導者　　　　若干名
４．会計　　　　数名
５．監査　　　　数名

第７条（役員の役割）
役員は、次の任務にあたる。
１．代表者は、KTFCを代表し、教務を総括する。
２．副代表は、代表を補佐し、代表不在の際は教務を統括する。
３．指導者は、KTFCの活動について指導を担う。
４．会計は、KTFCの会計を担当する。
５．監査は、KTFCの監査を担当する。

第８条（運営会議）
運営会議は、代表者、副代表者、指導者、会計、監査をもって構成する。
1． 運営会議は年度開始にあたって開催し、その他、必要に応じ開催し議事を決議する。
2． 運営会議は必要に応じ、会員および支援者の意見を聞く。
　
第９条（経　費）
運営に要する経費は、生徒からの会費、補助金、寄付金等をもって充てる。
　
第10条（会計年度）
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条（規約改正）
本規約は、運営会議において審議・決議し改正する。
　
第12条（附　則）
本規約は、令和7年4月1日から施行する。
本規約は、令和7年3月22日一部改訂し、同日施行する。
